
 

第 20 章 司法・警察 
 

この章には、司法及び警察に関する統計を掲載している。 

司法には、登記関係取扱状況、民事・行政・刑事・家事事件数等について掲載している。 

資料は、青森地方法務局、裁判所「司法統計」による。 

警察には、刑法犯、少年関係刑法犯の認知検挙等について掲載している。資料は、県警察 

本部「犯罪統計書」による。 

 

 

 

図２０ 刑法犯の認知・検挙件数の推移 

 
 

平成23年 24 25 26 27

検挙人員 2,760 2,653 1,986 1,915 1,680

認知件数 8,343 7,424 6,515 5,753 5,486

検挙件数 3,655 3,413 2,515 2,505 2,392
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１ 登 記 関 係 取 扱 状 況 

 

 
（平成２７年）

件 数 個 数 税 額 件 数 個 数 税 額 件 数 税 額 件 数 個 数 税 額

232,413 376,726 2,891,567,000 213,139 376,494 2,684,257,000 19,049 187,438,000 225 232 19,870,000

商 業 ・ 法 人 登 記 そ の 他 の 登 記

登 記 事 件 総 括 表

総 額 不 動 産 登 記

 
 

 

 

件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数

109,797 124,467 299 435 4,725 11,768 1,849 4,595 5,494 8,657 97,430 99,012

土 地 の 表 示 に 関 す る 登 記

合 筆 地 目 変 更 そ の 他総 数 土 地 の 表 題 分 筆

 
 

 

 

件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数

13,318 13,440 5,059 5,083 1,435 1,439 11 22 6 12 6,807 6,884

分 割 ・ 区 分 合 併 そ の 他

建 物 の 表 示 に 関 す る 登 記

総 数 建 物 の 表 題 床 面 積 の 変 更

 
 

 

 

区 分

件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数

土 地 76,535 180,122 457 765 12,011 21,593 16,635 58,701 7,910 13,918 39,522 85,145

建 物 10,921 49,417 4,954 5,162 565 3,355 759 5,753 1,968 8,492 2,675 26,655

そ の 他売 買に よる移転

不 動 産 の 権 利 に 関 す る 登 記

総 数 所 有 権 保 存 相続・合併等の移転 （根）抵当権設定

 
 

 

 

件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数 件 数 個 数

225 232 0 0 40 42 22 22 20 23 133 135 10 10 0 0

　資料  青森地方法務局
　注１：件数及び個数は取り扱った登記の申請若しくは嘱託事件又は職権による登記事件を計上しており、却下並びに
　　　　取下げの件数及び個数を含む。
　注２：税額は千円未満を切り捨ててあるので、合計の金額と内訳の計は必ずしも一致しない。

そ の 他 の 登 記

総 数 立 木 船 舶 工 場 財 団 そ の 他 の 財 団 農業用動産抵当 建 設 機 械 鉱 害 賠 償
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２ 民事・行政事件数－事件の種類及び新受、既済、未済件数の推移－地方裁判所 

 

 

新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済

6,989 7,980 2,840 5,864 6,329 2,375 4,921 5,045 2,250 4,947 5,147 2,049 4,649 4,549 2,149

6,983 7,967 2,827 5,851 6,314 2,364 4,912 5,037 2,238 4,939 5,137 2,040 4,631 4,537 2,134

1,236 1,494 538 863 991 410 630 682 358 618 583 393 589 631 351

- - - - - - - - - - - - - - -

2 2 1 1 1 1 - 1 - 3 3 - - - -

105 120 33 85 87 31 68 66 33 41 52 22 26 37 11

- - - 1 1 - - - - - - - 1 1 -

77 84 5 92 92 5 51 54 2 32 33 1 41 41 1

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

5 4 1 1 2 - 5 3 2 2 3 1 4 4 1

3 3 - 6 6 - 1 1 - 1 1 - 1 1 -

- - - - - - - - - 1 1 - - - -

21 21 1 11 11 1 13 13 1 12 13 - 14 11 3

2 2 - 5 5 - - - - 2 2 - 4 4 -

特 別 清 算 3 4 2 2 3 1 1 2 - 2 1 1 3 4 -

そ の 他 23 27 2 9 11 - 12 10 2 14 16 - 17 16 1

- - - - - - - - - - - - - - -

14 14 - 22 20 2 23 24 1 18 18 1 9 10 -

18 18 1 19 18 2 18 17 3 13 15 1 8 4 5

73 73 4 71 70 5 54 56 3 47 49 1 62 56 7

(うち仮処 分) 33 33 3 19 19 3 20 21 2 24 25 1 26 22 5

1,230 1,372 308 1,034 1,127 215 851 880 186 790 758 218 838 789 267

不 動 産 59 58 42 65 71 36 49 52 33 35 48 20 75 59 36

債 権 1,134 1,289 947 1,073 1,173 847 1,174 1,124 897 1,235 1,328 804 1,045 1,000 849

担保権の実行 不 動 産 610 813 557 514 580 491 316 490 317 288 338 267 239 285 221

としての競売 債 権 20 24 24 29 27 26 14 15 25 13 22 16 12 9 19

12 8 6 1 7 - 1 1 - 7 3 4 4 8 -

1,148 1,263 254 934 981 12 807 779 235 766 778 223 796 758 261

2 2 14 4 6 7 2 9 5 - 4 1 - 1 -

118 157 41 106 114 - 75 77 31 65 65 31 74 72 33

24 33 5 16 14 - 12 14 5 9 12 2 15 14 3

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

374 408 - 347 347 - 267 203 64 573 629 8 374 352 30

6 6 1 2 3 - 4 4 - 10 9 1 8 8 1

1 1 - - - - - - - - - - 1 1 -

1 1 - - - - - - - 1 1 - 1 1 -

521 536 26 480 480 26 447 447 25 327 333 19 356 348 27

141 130 14 58 66 6 17 13 10 14 19 5 14 12 7

6 13 13 13 15 11 9 8 12 8 10 9 18 12 15

2 7 11 5 7 9 7 7 9 5 7 7 7 4 10

- - - - - - - - - - - - - - -

3 3 - 6 6 - 1 1 - 3 3 - 1 - 1

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

1 1 - - - - - - - - - - 3 2 1

- - - - - - - - - - - - - - -

- 2 2 2 2 2 1 - 3 - - 2 7 6 3

　資料　司法統計

27

青  森  地  方  裁  判  所

平成23年 24 25事  件  の  種  類 26

過 料

再 審 （ 訴 訟 ）

人 身 保 護

調 停

行 政 総 数

第 一 審 訴 訟

雑

共 助

仲 裁 関 係

強 制 執 行

船 舶 所 有 者 等 責 任 制 限

油 濁 損 害 賠 償 責 任 制 限

給 与 所 得 者 等 再 生

破 産

民 事 非 訟

借 地 非 訟

飛 躍 上 告 受 理 申 立 て

飛 躍 上 告 提 起

上 告 提 起

抗 告

商事非訟

民 事 ・ 行 政 総 数

民 事 総 数

通 常 訴 訟

人 事 訴 訟

抗 告 提 起

手 形 ・ 小 切 手 訴 訟

控 訴

再 審 （ 訴 訟 ）

再 審 （ 抗 告 ）

控 訴 提 起

雑

再 生

配偶者暴力に関する保護命令

財 産 開 示

労 働 審 判

保 全 命 令

会 社 更 生

小 規 模 個 人 再 生

配 当 等 手 続

共 助

控 訴 提 起

飛 躍 上 告 受 理 申 立 て

飛 躍 上 告 提 起 ・ 上 告 提 起

再 審 （ 抗 告 ）

抗 告 提 起

承 認 援 助
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３ 民事・行政事件数－事件の種類及び新受、既済、未済件数の推移－簡易裁判所 

 

新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済 新 受 既 済 未 済

9,458 9,858 811 7,007 7,306 511 6,055 6,133 433 5,281 5,336 378 4,836 4,861 353

9,458 9,858 811 7,007 7,306 511 6,055 6,133 433 5,281 5,336 378 4,836 4,861 353

4,004 4,397 659 2,414 2,666 407 1,800 1,854 353 1,525 1,622 256 1,420 1,425 251

- - - 1 1 - - - - - - - - - -

163 182 17 117 104 30 53 73 10 81 75 16 71 70 17

1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

112 108 7 88 89 6 64 66 4 42 42 4 25 26 3

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

3 4 - 6 6 - 1 1 - 1 1 - 1 1 -

- - - - - - - - - - - - - - -

16 15 2 24 23 3 13 16 - 30 28 2 33 34 1

2,577 2,566 21 2,134 2,151 4 2,069 2,065 8 1,862 1,853 17 1,708 1,718 7

10 11 - 3 2 1 5 3 3 5 5 3 5 7 1

20 20 - 22 22 - 13 13 - 6 6 - 4 4 -

（ う ち 仮 処 分 ） 3 3 - - - - - - - 3 3 - 1 1 -

6 2 4 8 11 - 4 2 2 1 3 - 2 1 1

349 351 - 409 408 1 374 367 8 366 365 9 308 312 5

- - - - - - - - - - - - - - -

1,540 1,539 19 1,387 1,390 16 1,336 1,344 8 1,042 1,034 16 952 959 9

657 662 82 393 432 43 322 328 37 320 302 55 307 304 58

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

　資料　司法統計

民 事 ・ 行 政 総 数

青  森  地  方  裁  判  所

平成２３年 ２４ ２５

手 形 ・ 小 切 手 訴 訟

少 額 訴 訟

２６ ２７

民 事 総 数

通 常 訴 訟

事　件　の　種　類

公 示 催 告

保 全 命 令

少額訴訟判決に対する異議申し立て

再 審 （ 訴 訟 ）

控 訴 提 起

少額異議判決に対する特別上告提起

飛 躍 上 告 提 起

再 審 （ 抗 告 ）

抗 告 提 起

借 地 非 訟

和 解

督 促

過 料

共 助

少 額 訴 訟 債 権 執 行

雑

共 助

雑

調 停

行 政 総 数

 
 

 

４ 刑事事件の種類別新受、既済、未済人員の推移－地方裁判所、簡易裁判所 

 

新受人員 既済人員 未済人員 新受人員 既済人員 未済人員 新受人員 既済人員 未済人員 新受人員 既済人員 未済人員

814 829 146 3,326 3,340 115 4,314 4,202 114 2,188 2,200 59

661 661 146 2,781 2,794 102 4,030 4,038 1 1,742 1,756 45

476 529 93 2,622 2,665 59 3,317 3,310 8 1,743 1,767 21

519 479 133 2,274 2,262 71 3,959 3,964 3 1,519 1,499 41

480 489 124 2,233 2,245 59 3,715 3,714 4 1,348 1,348 41

　資料　司法統計

略　式　事　件

(略式事件を除く)

平成２３年

　　注：「訴訟事件」とは、地裁は第一審及び再審事件を、簡裁は通常第一審及び再審事件をいい、簡裁の「訴訟事件以外

     　 の事件」とは、訴訟及び略式事件以外の事件をいう。

訴訟事件以外の事件

道路交通法及び自動車の保管

場所の確保等に関する法律違

反事件（略式）

　２７

訴 訟 事 件

　２５

　２６

青森地方裁判

所管内総数

　２４
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５ 通常第一審事件の終局総人員の推移－受理区分及び終局区分別－地方裁判所 

 

有 罪
公

訴

棄

却

う

ち

保

護

観

察

う

ち

保

護

観

察

う

ち

保

護

観

察

1) 2) 3)

平成２３年 519 518 - 1 517 - - - 463 277 53 - 48 48 1 - 6 - - - - - - - - 1 - - 1 42

　２４ 412 410 1 1 405 - - - 368 196 58 4 32 30 1 - 5 - - - - - - - - - - - 7 22

　２５ 322 321 1 - 312 - - - 280 133 29 - 24 24 - - 8 1 - - - - - - - 2 - - 8 28

　２６ 291 290 - 1 286 - - - 260 149 25 1 20 18 - - 6 - - - - - - - - 1 - - 4 21

　２７ 314 312 - 2 310 2 - - 279 158 32 - 29 29 - - 2 - - - - - - - - 1 - - 3 29

  資料　司法統計

　  注：1）正式裁判請求の取下げ（刑訴法第466条）の場合をいう。

　　　  2）刑訴法第5・8・17・18･19条等による終局の場合をいう。

　　　  3）「上訴」には控訴申立てのほか第一審判決に対する上告申立て（跳躍上告－刑訴法第406条，刑訴規則第254条）をした場合を含む。

裁

量

必

要

う

ち

執

行

猶

予

裁

量

青森地裁

管内

地方裁判

所総数

終

局

総

人

員

受理区分

起

訴

移

送

（

三

三

二

条

に

よ
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）

そ

の

他

終   局   区   分
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数
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一
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無
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無
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懲

役
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行

猶

予
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期

禁

錮
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ち

執

行

猶

予

裁

量

必

要

罰

金

拘

留

科

料

刑

の

免

除

無

罪

免

訴

上

訴

判

決

決

定

管

轄

違

い

取

下

げ

移

送

・

そ

の

他

 
 

 

６ 通常第一審事件の終局総人員の推移－受理区分及び終局区分別－簡易裁判所 

 

有 罪
公

訴

棄

却

う

ち

保

護

観

察

う

ち

保

護

観

察

1) 2) 3)

平成２３年 126 123 - 3 121 - 113 82 10 1 8 - - - - - - - - - - 2 3 5

　２４ 107 101 - 6 99 - 92 66 11 - 7 1 - - - - - - - - - 5 3 4

　２５ 86 84 - 2 83 - 77 51 15 - 6 - - - - - - - - 1 - 1 1 2

　２６ 75 70 - 5 73 - 66 38 9 1 7 - - - - - - - - - - - 2 2

　２７ 49 48 - 1 49 - 46 31 4 1 3 - - - - - - - - - - - - 1

　資料　司法統計

　　注：1）正式裁判請求の取下げ（刑訴法第466条）の場合をいう。
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　　　　2）刑訴法第5・8・17・18･19条等による終局の場合をいう。

　　　　3）「上訴」には控訴申立てのほか第一審判決に対する上告申立て（跳躍上告－刑訴法第406条，刑訴規則第254条）をした場合を
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  ８ 家事審判・調停事件の事件別新受件数の推移―家庭裁判所 

 

審判事件 7,532 7,913 8,509 8,190 8,998

別表第一 7,332 7,663 8,323 8,009 8,865

後見開始の審判及びその取消し（別一１等） 206 212 240 266 261

保佐開始の審判・取消しなど（別一１７等） 43 69 76 100 83

補助開始の審判・取消しなど（別一３６等） 20 15 8 31 25

後見人等の選任（別一３等） 65 71 138 118 192

うち成年後見人の選任（別一３） 15 37 100 81 105

うち成年後見監督人の選任（別一６） 7 2 3 1 30

うち保佐人の選任（別一２２） 6 6 8 5 6

うち保佐監督人の選任（別一２６） 1 - 1 2 2

うち補助人の選任（別一４１） 1 2 - 1 1

うち補助監督人の選任（別一４５） - - - - 2

うち未成年後見人の選任（別一７１） 27 23 24 26 37

うち未成年後見監督人の選任（別一７４） 8 1 2 2 9

離縁後の未成年後見人の選任（別一７０） - - - - -

後見人等の辞任（別一４等） 22 24 32 55 118

後見人等の解任（別一５等） 6 5 23 28 17

うち職権によるもの 1 4 16 18 10

後見人の財産目録の作成の期間の伸長（別一９等） 2 2 1 5 5

5 35 73 79 129

居住用不動産の処分についての許可（別一１１等） 20 26 36 56 49

特別代理人の選任（利益相反行為）（別一１２等） 92 87 59 54 86

後見人等に対する報酬の付与（別一１３等） 225 288 451 612 829

後見等監督処分（別一１４等） 391 384 651 1,204 1,690

　 うち職権によるもの 391 381 643 1,201 1,690

第三者が子等に与えた財産の管理者選任等（別一１５等） - - - - -

後見終了に伴う管理計算の期間の伸長（別一１６等） - 1 1 - -

臨時保佐人等の選任（利益相反行為）（別一２５等） - 2 - - -

不在者の財産の管理に関する処分（別一５５） 108 108 104 85 77

失踪の宣告及びその取消し（別一５６等） 28 25 23 21 28

- - - - -

特別代理人の選任（嫡出否認）（別一５９） - - - - -

子の氏の変更についての許可（別一６０） 2,273 2,258 2,210 2,064 2,147

養子をするについての許可（別一６１） 7 11 10 3 9

離縁をするについての許可（別一６２） 12 18 23 13 24

4 6 4 6 6

うち離縁に関する処分（別一６４） - - - - -

2 2 - 1 4

うち親権喪失の審判（別一６７） … 1 - 1 2

うち親権停止の審判（別一６７） … 1 - - 2

うち管理権喪失の審判（別一６７） … - - - -

親権・管理権の辞任・回復（別一６９） - - - - -

… … 38 7 4

… … - 1 2

- - - - -

相続の承認又は放棄の期間の伸長（別一８９） 52 40 79 92 72

相続財産の保存又は管理に関する処分（別一９０） - 1 2 - 8

相続の限定承認又は放棄の取消し（別一９１） - 1 - - -

相続の限定承認の申述受理（別一９２） 3 12 2 3 4

鑑定人の選任（別一９３等） - - - - -

相続の放棄の申述の受理（別一９５） 2,236 2,336 2,309 2,415 2,494

相続財産の分離に関する処分（別一９６） - - - - -

相続財産管理に関する処分（財産分離）（別一９７） - - - - -

相続財産管理人選任等（相続人不分明）（別一９９） 187 173 171 171 180

特別縁故者への相続財産の分与（別一１０１） 10 6 3 5 10

遺言の確認（別一１０２） - 2 3 - -

遺言書の検認（別一１０３） 103 90 111 90 94

遺言執行者の選任（別一１０４） 12 14 22 20 15

遺言執行者に対する報酬の付与（別一１０５） - 1 1 1 2

遺言執行者の解任及び辞任（別一１０６等） - 2 - 1 -

遺言の取消し（別一１０８） - 1 - - -

遺留分の放棄についての許可（別一１１０） 2 5 - 6 3

任意後見契約に関する法律関係（別一１１１等） 6 8 9 22 20

うち任意後見監督人の選任（別一１１１等） 5 6 3 - 1

うち任意後見監督処分（別一１１５） - 1 1 11 8

うち任意後見監督人の辞任（別一１１６） - - - - -

うち任意後見人等の解任（別一１１７等） - - - - -

うち任意後見監督人に対する報酬の付与（別一１１９） 1 1 4 11 11

戸籍法による氏の変更についての許可（別一１２２） 147 174 156 145 130

戸籍法による名の変更についての許可（別一１２２） 41 33 54 27 31

就籍についての許可（別一１２３） 1 - - 2 -

平成23年 24 25 26 27
          　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　次

　区　分

推定相続人廃除等に伴う遺産の管理に関する処分（別一８８）

後見人等の権限行使についての定め及びその取消し（別一１０等）

夫婦の財産管理者変更・共有財産の分割（別一５８）

親権喪失・親権停止又は管理権喪失の審判及びその取消し（別一６７等）

扶養義務の設定及びその取消し（別一８４等）

推定相続人の廃除及びその取消し（別一８６等）

特別養子縁組の成立及びその離縁に関する処分（別一６３等）
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  ８ 家事審判・調停事件の事件別新受件数の推移―家庭裁判所（続） 

 

戸籍の訂正についての許可（別一１２４） 10 6 5 6 10

戸籍事件についての処分に対する不服（別一１２５） - - - - -

1 - 4 1 1

児童福祉法２８条１項の事件（別一１２７） 2 2 - 4 1

児童福祉法２８条２項の事件（別一１２８） - 5 2 6 1

生活保護法３０条３項の事件（別一１２９） - - - - -

988 1,101 1,189 183 4

破産法６１条の事件（別一１３１等） - - - - -

破産法２３８条の事件（別一１３３） - 1 - - -

- - - - -

別表第二 200 250 186 181 133

- - 2 - -

7 25 16 17 26

78 86 80 95 53

うち監護者の指定 19 18 11 30 11

うち養育費請求 33 38 43 33 11

うち面会交流 15 10 21 8 21

うち子の引渡し 11 19 5 24 10

4 3 3 3 3

- - - 1 2

- - - - -

26 17 29 18 18

34 57 4 3 -

28 23 28 23 11

3 4 8 3 4

18 33 16 18 16

- - - - -

2 2 - - -

1,209 1,269 1,254 1,155 1,097

584 700 685 654 608

1 2 3 - 1

80 117 96 102 120

270 369 330 293 264

うち監護者の指定 10 17 16 10 11

うち養育費請求 170 233 199 215 156

うち面会交流 80 114 112 64 91

うち子の引渡し 10 5 3 4 6

8 11 11 19 10

2 - 1 1 3

- - - - -

親権者の指定又は変更（別二８） 94 80 85 91 73

扶養に関する処分（別二９等） 2 8 9 5 3

113 101 130 121 121

1 - 3 2 -

10 12 17 20 13

- - - - -

3 - - - -

625 569 569 501 489

489 458 433 386 408

7 3 2 4 1

10 8 7 14 10

27 25 22 16 20

36 22 44 33 13

うち協議離婚無効・取消し 2 4 7 4 2

うち認知 15 4 17 13 2

うち嫡出否認 3 2 1 6 1

うち親子関係不存在確認 11 9 16 8 8

7 6 14 12 6

49 47 47 36 31

資料　司法統計

婚姻中の夫婦間の事件

遺産の分割に関する処分など（別二１２等）

その他

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律３条１項の事件 （別一１２６）

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律２３条の２第２項の事件（別一１３０）

夫婦の同居・協力扶助（別二１）

婚姻費用の分担（別二２）

祭祀の承継者の指定（別二５等）

離縁後の親権者の指定（別二７）

調停事件

婚姻外の男女間の事件

離婚その他男女関係解消に基づく慰謝料

親族間の紛争

合意に相当する審判事項

婚姻費用の分担（別二２）

離縁後の親権者の指定（別二７）

生活保護法７７条２項の事件（別二１６）

親権者の指定又は変更（別二８）

扶養に関する処分（別二９等）

寄与分を定める処分（別二１４）

請求すべき按分割合に関する処分（別二１５）

別表第二

平成23年 24 25 26
          　　　　　　　　　　　　　　　　 年　次

　区　分

離縁

27

祭祀の承継者の指定（別二５等）

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律８条１項の事件（別一１３４）

財産の分与に関する処分（別二４）

財産の分与に関する処分（別二４）

生活保護法７７条２項の事件（別二１６）

推定相続人の廃除及びその取消し（家審法乙９）

寄与分を定める処分（別二１４）

推定相続人の廃除及びその取消し（家審法乙９）

別表第二以外

請求すべき按分割合に関する処分（別二１５）

子の監護者の指定その他の処分（別二３）

子の監護者の指定その他の処分（別二３）

遺産の分割に関する処分など（別二１２等）

夫婦の同居・協力扶助（別二１）
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９ 刑法犯 罪種別 認知・検挙状況の推移 

 

認知件数 検挙件数 検挙人員 うち少年 認知件数 検挙件数 検挙人員 うち少年 認知件数 検挙件数 検挙人員 うち少年

6,515 2,515 1,986 422 5,753 2,505 1,915 323 5,486 2,392 1,680 250

33 26 22 2 30 27 27 2 35 36 26 1

9 9 6 - 7 6 6 - 4 4 4 -

13 10 10 2 9 8 9 2 6 5 6 1

強 盗 殺 人 - - - - - - - - - - - -

6 5 5 - 9 8 4 - 13 14 10 -

5 2 1 - 5 5 8 - 12 13 6 -

455 363 365 34 427 350 362 24 421 328 342 33

- - - - - - - - - - - -

258 217 219 18 247 202 210 8 244 198 201 8

157 111 117 10 130 108 120 9 143 105 112 18

22 19 11 1 28 23 19 - 25 15 17 1

18 16 18 5 22 17 13 7 9 10 12 6

4,469 1,584 1,219 309 3,864 1,623 1,179 249 3,609 1,536 1,009 171

382 241 108 19 495 323 114 18 465 423 121 11

1,316 87 65 40 1,086 79 63 31 1,061 94 62 33

2,771 1,256 1,046 250 2,283 1,221 1,002 200 2,083 1,019 826 127

378 214 104 1 317 187 119 3 303 151 90 1

345 198 93 1 287 155 99 3 259 122 77 1

22 13 9 - 15 18 10 - 24 16 6 -

8 3 2 - 15 13 10 - 19 13 7 -

1 - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2 - - - - 1 - - 1 - - -

76 38 32 4 125 49 31 1 90 44 33 1

- - - - - - - - 1 1 7 -

27 22 20 2 51 26 14 - 28 23 11 -

49 16 12 2 74 23 17 1 61 20 15 1

1,104 290 244 72 990 269 197 44 1,028 297 180 43

120 120 109 41 112 93 88 28 93 90 88 27

15 12 13 - 8 8 6 - 11 12 6 1

100 49 36 10 140 77 25 2 97 89 24 10

2 2 1 - 1 1 2 - 2 2 2 -

1 - - - 5 5 5 - 2 1 1 -

778 60 41 9 646 42 22 2 748 69 28 3

88 47 44 12 78 43 49 12 75 34 31 2そ の 他

　資料　県警察本部「犯罪統計書」

器 物 損 壊 等

占有離脱物 横領

公 務 執 行 妨 害

住 居 侵 入

逮 捕 監 禁

略取誘拐・人身売買

公然わいせつ・物

そ の 他 の 刑 法 犯

凶 悪 犯

殺 人

放 火

強 姦

傷 害

背 任

凶 器 準 備 集 合

窃 盗 犯

賭 博

恐 喝

乗 り 物 盗

あっせん利 得等

強 制 わ い せ つ

知 能 犯

職 権 濫 用

風 俗 犯

横 領

侵 入 盗

非 侵 入 盗

賄 賂

偽 造

詐 欺

脅 迫

強 盗

　　　　　年　次

 

　罪　種

刑 法 犯 総 数

27平　成　25　年 26

粗 暴 犯

暴 行
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11  特 別 法 犯 送 致 状 況 の 推 移 

 

送致件数 送致人員 うち少年 送致件数 送致人員 うち少年 送致件数 送致人員 うち少年

特 別 法 犯 総 数 488        491        30          367        357        18          460        470        21          

公 職 選 挙 法 2            2            - 18          17          -            28          77          -            

入 管 法 16          9            1            11          13          -            6            7            -            

軽 犯 罪 法 40          55          9            30          31          3            23          29          7            

迷 惑 防 止 条 例 14          13          2            12          11          1            19          18          1            

動 物 愛 護 管 理 法 10          10          - 16          15          -            16          10          -            

ス ト ー カ ー 規 制 法 - - - 3            3            -            5            5            -            

特 殊 開 錠 用 具 所 持 禁 止 法 2            - - 1            -            -            1            -            -            

風 営 適 正 化 法 13          13          1            2            2            -            1            2            -            

売 春 防 止 法 1            2            - -            -            -            -            -            -            

児 童 福 祉 法 5            5            2            4            7            1            1            4            -            

未 成 年 者 喫 煙 禁 止 法 11          12          -            3            4            -            4            4            -            

青 少 年 保 護 育 成 条 例 40          40          8            29          28          6            39          33          9            

児 童 買 春 ・ 児 童 ポ ル ノ 法 15          12          4            13          9            3            14          9            2            

出 会 い 系 サ イ ト 規 制 法 1            1            - -            -            -            -            -            -            

出 資 法 - - - -            -            -            2            -            -            

貸 金 業 法 - - - -            -            -            4            2            -            

犯 罪 収 益 移 転 防 止 法 14          10          -            5            5            -            12          9            -            

土 地 改 良 法 2            2            - -            -            -            -            -            -            

銃 刀 法 27          24          1            18          17          -            29          22          1            

狩 猟 法 15          14          - 6            6            -            7            6            -            

火 薬 類 取 締 法 3            1            - 2            2            -            -            -            -            

大 麻 取 締 法 3            2            - 13          12          3            22          18          -            

覚 せ い 剤 取 締 法 67          53          - 86          70          -            80          60          -            

医 薬 品 医 療 機 器 等 法 -            -            -            1            1            -            5            6            -            

毒 劇 物 法 2            2            - 3            2            -            2            1            -            

麻 薬 等 特 例 法 -            -            -            -            -            -            2            -            -            

保 助 看 法 3            3            - -            -            -            -            -            -            

廃 棄 物 処 理 法 109        137        - 60          69          1            68          76          -            

狂 犬 病 予 防 法 2            1            - 1            1            -            5            5            -            

労 働 基 準 法 -            -            -            1            2            -            -            -            -            

職 業 安 定 法 1            1            -            -            -            -            6            4            -            

不 正 競 争 防 止 法 -            -            -            2            1            -            2            2            -            

労 働 者 派 遣 法 -            -            -            1            2            -            15          8            -            

銀 行 法 -            -            -            1            1            -            -            -            -            

特 定 商 取 引 法 13          4            - 2            -            -            6            2            -            

森 林 法 -            -            -            -            -            -            3            -            -            

漁 業 法 15          20          - 6            10          -            17          32          -            

水 産 資 源 保 護 法 2            2            - 1            1            -            1            1            -            

外 来 生 物 法 - - - -            -            -            1            1            -            

鉄 道 営 業 法 - - - -            -            -            1            4            1            

船 舶 職 員 法 1            2            - -            -            -            -            -            -            

郵 便 法 1            1            1            -            -            -            -            -            -            

電 波 法 19          19          - 2            2            -            6            6            -            

地 方 公 務 員 法 1            1            - -            -            -            -            -            -            

商 標 法 - - - 2            2            -            -            -            -            

著 作 権 法 3            3            - 3            2            -            2            2            -            

そ の 他 の 法 令 15          15          1            9            9            -            5            5            -            

　資料　県警察本部　「犯罪統計書」

２６ ２７平成２５年　　　           　年　次
　法　令
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12 非行少年等の補導状況の推移 

 

総数 女子 総数 女子 総数 女子 総数 女子 総数 女子 総数 女子
総数
（％

女子
(％)

4,898 1,409 4,848 1,464 4,388 1,255 3,367 933 2,924 817 △ 443 △ 116 △ 13.2 △ 12.4

950 167 784 200 557 134 464 95 346 77 △ 118 △ 18 △ 25.4 △ 18.9

犯 罪 少 年 719 130 612 168 422 109 323 74 250 55 △ 73 △ 19 △ 22.6 △ 25.7

触 法 少 年 231 37 172 32 135 25 141 21 96 22 △ 45 1 △ 31.9 4.8

53 1 44 6 31 3 22 4 24 2 2 △ 2 9.1 △ 50.0

9 3 17 8 16 8 17 8 7 3 △ 10 △ 5 △ 58.8 △ 62.5

3,886 1,238 4,003 1,250 3,784 1,110 2,864 826 2,547 735 △ 317 △ 91 △ 11.1 △ 11.0

　資料　県警察本部「犯罪統計書」

増　減　数 増　減　率25 26 27
    年別対比

 
 区　　分

24平成23年

総　　　　数

不良行為少年

刑 法 犯 少 年

特別法犯少年

ぐ 犯 少 年

 
 

 

 

 

13 刑法犯少年学識別補導状況の推移 

 

総数 女子 総数 女子 総数 女子 総数 女子 総数 女子 総数 女子
総数
（％）

女子
(％)

950 167 784 200 557 134 464 95 346 77 △ 118 △ 18 △ 25.4 △ 18.9

818 149 654 165 450 112 370 83 288 66 △ 82 △ 17 △ 22.2 △ 20.5

未 就 学 児 童 - - - - - - -    -    -    -    -      -      … …

小 学 生 84 10 70 9 53 11 32 6 47 8 15 2 46.9 33.3

中 学 生 412 82 281 75 218 47 198 36 120 29 △ 78 △ 7 △ 39.4 △ 19.4

高 校 生 302 56 279 78 170 52 124 39 111 28 △ 13 △ 11 △ 10.5 △ 28.2

大 学 生 8 - 14 1 6 2    10 1 9 1 △ 1 - △ 10.0 0.0

専修学校 生等 12 1 10 2 3 -    6 1    1 -    △ 5 △ 1 △ 83.3 △ 100.0

132 18 130 35 107 22 94 12 58 11 △ 36 △ 1 △ 38.3 △ 8.3

有 職 少 年 49 5 69 18 54 8 47 5 35 5 △ 12 - △ 25.5 0.0

無 職 少 年 83 13 61 17 53 14 47 7 23 6 △ 24 △ 1 △ 51.1 △ 14.3

　資料　県警察本部「犯罪統計書｣

      年別対比

 
 区　　分

増　減　率

そ の 他

学 生 ・ 生 徒 等

刑 法 犯 総 数

増　減　数24 25平成23年 26 27

 
 


